
令和５年４月１日採用予定 
社会福祉法人海田町社会福祉協議会 
家計改善支援員（臨時職員）募集要領 

 

 主に生活困窮者等家計改善支援事業に従事する臨時職員を募集します。 

 

１ 募集職種及び採用人員等 

募集職種 採用人員 職務内容 

家計改善支援員 １名 

家計表の作成支援や出納管理等の家計管理に関する支援と

ともに、税等の滞納の解消に向けた相談・同行支援、債務整

理に関する支援、貸し付けのあっせん、その他 

 

２ 受験資格等 

⑴ 必要な資格 

次のアからエまでに掲げる資格のいずれか一つ以上とオに掲げる資格を有すること。 

ア 国の定める生活困窮者自立支援制度人材養成研修における家計改善支援事業従事者養成研

修を修了している人 

イ 社会福祉士、社会保険労務士、消費生活相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コン

サルタント又はファイナンシャルプランナーのいずれかの資格を有する人 

ウ イと同等の能力又は実務経験を有する人 

エ 相談支援業務又は家計改善業務に従事した経験を有する人 

オ 普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人（令和５年３月末までに取得見込みの者を含

む。） 

⑵ 受験できない人 

次の事項のいずれかに該当する人は受験できません。 

ア 成年被後見人及び被保佐人 

イ 禁固以上の刑に処され、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまで

の人 

ウ 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

エ 社会福祉士、精神保健福祉士及び保健師の欠格事項に該当する人 

 

３ 申込方法・受付期間等 

⑴ 提出書類 

ア 履歴書 

① 履歴書（市販可）に必要事項を記入し、署名（自筆）のうえ提出してください。 

履歴書の上部余白に「家計改善支援員希望」と明記してください。 

② 履歴書に写真を貼ってください。 

 



写真は、３か月以内に撮影したもので、カラー・白黒いずれでも構いませんが、正面向き

（マスクをせず、普段眼鏡を使用している人は眼鏡をかけたもの）、脱帽、胸から上のもの）

としてください。 

 

イ 職務経歴書 

職務経歴書（市販可）に必要な資格に係る具体的な職務内容と従事期間を記入し、署名（自

筆）のうえ提出してください。２受験資格等、⑴必要な資格のア又はイに掲げる資格を有する

場合は、修了証等の写しを添付してください。 

 

ウ 提出先 

〒736-0035 海田町日の出町２番３５号 海田町福祉センター内 

社会福祉法人海田町社会福祉協議会  TEL082-820-0294 FAX082-820-0293 

① 持参の場合の受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、土曜日、日

曜日及び祝日を除きます。 

② 郵送の場合は、封筒に「受験申込」と朱書きし、簡易書留で郵送してください。 

受験票は簡易書留で返送します。 

 

⑵ 受付期間 

令和５年１月１８日（水）から令和５年２月１５日（水）まで 

郵送の場合は、２月１５日（水）１７：１５まで必着 

 

４ 試験科目等 

⑴ 第一次試験（書類選考） 

試験内容 資格等 

結果発表 
合格者及び不合格者ともに、令和５年２月２０日（月）までに文書（郵送）

により通知します。なお、電話での合否の問い合わせは受け付けません。 

 

⑵ 第二次試験（面接） 

試験内容 協調性、積極性及び識見、コミュニケーション能力等について 

試験時間 １５分～３０分 

試 験 日 個別に調整します。 

開始時刻 各自の開始時刻は第一次試験合格通知書ともに通知します。 

試験会場 海田町福祉センター（海田町日の出町２番３５号） 

結果発表 
合格者には電話連絡し、合格者及び不合格者ともに、後日文書により通知

します。なお、電話での合否の問い合わせは受け付けません。 

 

 

 

５ 勤務条件等 



採 用 日 令和５年４月１日 

雇用期間 １年間。更新することがあります。 

勤務場所 海田町社会福祉協議会 （海田町日の出町２番３５号） 

勤務時間 原則、月曜日から金曜日までの午前８時４５分から午後４時４５分まで（このう

ち休憩時間１時間）の１日７時間、１週間３５時間。 

給  与 時給 １，４１８円 

このほか、通勤手当、期末手当などが本会給与規程により支給される。 

各種控除 所得税、県市町村民税、厚生年金掛金、健康保険料、雇用保険料等 

加入保険 全国健康保険協会、労災保険、雇用保険 

休  暇 年次有給休暇、夏季休暇等の特別休暇制度あり 

 

６ 試験受験上の注意事項 

⑴ 車いすの使用等、試験会場において配慮を必要とする場合は、申し込みの際に必ず連絡して

ください。 

 

７ その他 

⑴ 申込書等に記載された個人情報については、採用試験及び採用に関する事務の目的以外では

使用しません。 

⑵ 提出された書類についてはお返しできません。 

 

８ 問い合わせ先 

〒736-0035 海田町日の出町２番３５号 海田町福祉センター内 

社会福祉法人海田町社会福祉協議会  TEL082-820-0294 

担当者：正藤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【試験会場案内図】 

 

 


